
 京都市子育て支援総合センターこどもみらい館の組織及び運営に関する規則の一部を改

正する規則を公布する。 

  平成２７年３月３１日 

京 都 市 教 育 委 員 会   

委員長職務代理 星川茂一   

京都市教育委員会規則第１３号 

   京都市子育て支援総合センターこどもみらい館の組織及び運営に関する規則の

一部を改正する規則 

 京都市子育て支援総合センターこどもみらい館の組織及び運営に関する規則の一部を次

のように改正する。 

 第１０条総務課の項第４号を同項第６号とし，同項第３号の次に次の２号を加える。 

   子育てに関する調査及び研究に関すること。 

   子育てに関する研修の開催に関すること。 

 第１０条事業課の項第２号を削り，同項第３号中「，研修等」を「及び事業」に改め，

同号を同項第２号とする。 

 第１号様式及び第２号様式中「（あて先）京都市教育委員会教育長」を「（宛先）京都市

教育長」に改める。 

   附 則 

 この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

（教育委員会事務局総務部総務課） 

 


